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１．設 置 

日本神経精神薬理学会は、名誉会員である鍋島俊隆先生の篤志により若手

研究者支援を目的とし、鍋島賞を設ける。鍋島賞の副賞は鍋島先生からの

篤志を原資とする。鍋島賞は鍋島先生の国際的なご活躍とご貢献を鑑み、

国際神経精神薬理学会(CINP)大会およびアジア神経精神薬理学会(AsCNP)

大会において選出される JSNP Excellent Presentation Award の最優秀

者に授与する。 

 

２．名 称 

名称は鍋島賞（日本神経精神薬理学会 最優秀演題賞）とし、英文名称は

Nabeshima Prize (JSNP Best Presentation Award)とする。 

 

３．対 象 

鍋島賞は、隔年に開催される国際神経精神薬理学会(CINP)大会およびアジ

ア神経精神薬理学会(AsCNP)大会において選出されるJSNP Excellent Pres

entation Award の中から、その会で最も評価が高かった演題に授与す

る。 

 

４．表 彰 

鍋島賞は賞状および副賞とし、授与式はCINPおよびAsCNP大会期間中に鍋

島俊隆先生あるいは理事長等より表彰する。鍋島賞の副賞は、JSNP 

Excellent Presentation Award の副賞に上乗せして授与する。 

 

５．選 考 

 １）鍋島賞の選考は、学術賞選考委員会にて行う。 

 ２）JSNP Excellent Presentation Award を選考後、最優秀者を選考する。 

 ３）適任者がいない場合は選出しないことがある。 

 ４）学術選考委員会は受賞者を決定し、委員長は理事長に報告する。また理

事会ならびに評議員会に選考結果を報告する。 

 

付 則 

本規定を変更する場合には、理事会の承認を得なければならない 


